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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
社
会
保
障
給
付
と
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
受
益
と
負
担
の
適
切
な
関
係
の
確
保
、
社
会
保

障
給
付
に
お
け
る
均
衡
の
確
保
及
び
国
民
の
負
担
の
適
正
化
と
負
担
の
公
平
を
図
り
、
全
体
と
し
て
均
衡
と
整
合
性
が
と
れ

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


